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「労働時間、休日及び休暇等に関する様式等の取り扱いについて」の 

一部改正について（通知） 

 

 平素から勤務時間管理関係の事務にご協力いただきまして、ありがとうございます。 

「労働時間、休日及び休暇等に関する様式等の取り扱いについて」の一部を別添のとおり改正

いたしますので、平成２２年６月３０日以後これにより取り扱い願います。 

 

＜改正要旨＞ 

○ 育児・介護休業法の一部改正（平成２２年６月３０日施行）に伴い、次の事項について、一

部改正するもの。 

・ 子の看護休暇の拡充及び適用者に係る改正 

・ 介護休暇の新設 

・ 小学校就学の始期に達するまでの子の養育又は家族の介護のための時間外労働制限の適用

者の拡充 

・ ３歳に満たない子の養育にかかる所定外労働制限の新設 

○ 裁量労働制適用教員等について、短時間勤務の請求を可能としたことに伴う一部改正 

○ 早出遅出勤務、深夜勤務の制限の申請者への通知の廃止 

○ その他、字句の修正 


